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琴浦町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６

４号。以下「法」という。）第１５条に基づき、琴浦町長、琴浦町議会議長、琴浦町教育

委員会、琴浦町農業委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

 

１． 計画期間 

本計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日までの４年間とする。 

 

２． 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、女性活躍推進法に基

づく琴浦町特定事業主行動計画策定委員会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基

づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととし

ている。 

 

３． 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特

定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣

府令」という。）第２条に基づき、町長部局、町議会事務局、町教育委員会、町農業委

員会において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改

善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進する

ため、次のとおり目標を設定する。 

 なお、この目標は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会、町農業委員会において、

それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情に

ついて分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 

 



４． 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期 

３．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

なお、この取組は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会、町農業委員会において、

それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情に

ついて分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 

○内閣府令第２条に基づき、この計画で把握する項目は以下の７項目です。 

①採用した職員に占める女性職員の割合 

②平均した継続勤務年数の男女の差異（離職率の男女の差異） 

③職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

④管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

⑤各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

⑥男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

⑦男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

 

① 採用した職員に占める女性職員の割合 

平成２６年度の実績 採用者の女性割合について 

採用者総数７名の内４名⇒５７％ 採用に課題は無い。 

平成２６年度の実績 女性の採用試験の受験者数について 

受験者総数４３名の内２２名⇒５１％ 募集に男女別の偏りは無い。 

※平成２６年度 在職者の男女別割合 

男性 ９５名（６１．７％） 女性 ５９名（３８．３％） 

 

② 平均した継続勤務年数の男女の差異（離職率の男女の差異） 

早期退職（定年前）者の状況 男性 平均４．６年前 女性 平均５．１年前 

退職者の男女別平均継続勤務年数 男性 ３５．６年 女性 ３２．４年 

＜取組内容＞ 

・現在ある制度をより使い易くするよう努力する。 

 

③ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

目標：（個人について）平成３１年度までに、月に５時間以上（各週１時間以上）超過

勤務を行う職員の割合を、平均２６年度の実績（９％）より４％以上引き下げ、

５％以下にする。（※常勤職員全員の総時間外勤務時間の月平均を人数で割り戻

した時間⇒一人当たりの月平均超過勤務時間 約３．５時間） 

目標：（全体について）平成３１年度までに、常勤職員の平均超過時間を、平成２６

年度の実績（月５７４時間）から１割以上縮減し、月５１７時間以下にする。 



※平成２６年度の実績 労働安全衛生委員会 調査結果より 全体の超過勤務時間の

合計 ６．８８２時間÷１２ヶ月＝５７３．５時間 対象者：約１６５名 

＜取組内容＞ 

・平成２８年度より、超過勤務の縮減に向け、職員全員を対象とした朝礼等のタイミン

グに合わせて町長から全職員向けのメッセージを発信する。 

・平成２８年度より、定時退庁日に設定している毎週水曜日の朝の電子掲示板による呼

び掛けをさらに強化するとともに、管理職員が各職員に早期退庁を歓奨する。 

・平成２８年度より、モデル部局（職場・課等）を設定し、職員の業務分担の見直しを

定期的に行い、各職員の業務量の平準化を図るとともに、取組の結果も踏まえ、対象

部局（職場・課等）の拡大について検討を行う。 

・平成２８年度より、時間外勤務命令の取得方法の徹底を行う。 

・平成２８年度より、振替休日の取得の徹底を行う。 

・平成２８年度より、タイムカードの導入による反映の状況等、勤務時間・実態等分析

を行う。 

 

④ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

目標：平成３１年度までに、管理的地位に占める職員に占める女性割合を、平成２６

年度の実績（１２．５％）より引き上げ、４０％以上にする。（一般職について） 

※平成２６年度実績 ２名／１６名 

＜取組内容＞ 

・多様なポストに積極的に配置する。 

 

⑤ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

平成２６年度実績 

係長相当職以上の男性職員の割合 ４１名／９５名（４３．２％） 

係長相当職以上の女性職員の割合 ２７名／５９名（４５．８％） 

＜取組内容＞ 

・人材育成を行う。 

 

⑥ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

目標：平成３１年度までに、育児休業（期間不問）を取得する男性職員の割合を１５％

以上にする。（※琴浦町職員の次世代育成支援行動計画 設定目標） 

※平成２６年度実績 女性職員は全員取得した。 

これまで、男性職員については３名した。 

 

 



＜取組内容＞ 

・平成２８年度より、組織としてイクメン、男性の育児休業取得を進める。 

 

⑦ 男性職員の配偶者出産及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

目標：平成３１年度までに、制度が利用可能な男性職員（配偶者が出産）の配偶者出

産休暇の取得割合を１００％とし、育児参加のための休暇の取得割合を１５％以

上にする。 

※平成２７年中実績 配偶者の出産休暇 ２名 ３日取得 

育児参加休暇 １名 ３日６時間取得 

（参考）育児短時間勤務 平成２７年中 １名申請 期間１年６ヶ月 

＜取組内容＞ 

・平成２８年度より、出産を控えている全ての男女に対し、管理職員（又は人事担当部

局）による面談を行い、各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加の

ための休暇等）の活用促進やキャリアプランに関する助言を行う。 

・平成２８年度より、育児休業等の取得前後において、育児休業等からの円滑な復帰に

資する研修や所属職場との連絡体制の確保等の必要な支援を行う。 

・平成２８年度より、男性の育児休業取得の促進に向けて、全職員（臨時的任用及び非

常勤職員を除く）を対象にした意識改革や職場マネジメントに関する研修を実施する。 

 

⑧ 年次有給休暇の取得日数等について 

目標：平成３１年度までに、職員一人当たりの年次有給休暇取得日数を１０日以上にす

る。 

（※琴浦町職員の次世代育成支援行動計画 設定目標） 

平成２６年度実績 １０日以上取得者 ４７名／１５４名（３３．８％） 

目標：平成３１年度までに、年次休暇を２５％以上取得する職員の割合を４割以上にす

る。（各自の付与日数に対する取得日数より取得率を算出。） 

＜取組内容＞ 

・平成２６年度実績において、取得日数５以下の職員の取得率を向上させる。 

４７名／１５４名 ３０．５％ 

・平成２８年度より、ワーク・ライフ・バランス推進に資するような効率的な業務運営

や良好な職場づくりを図る。 

 

 

 

 

 


